
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅳ．当面講ずべき具体的施策
２．内航海運暫定措置事業の終了
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暫定措置事業について 第１４回基本政策部会資料

Japan Federation of Coastal Shipping 
Associations

「内航海運暫定措置事業」は、船腹調整事業解消に伴う経済的混乱の
抑止のほか、船腹需給の引き締め効果、保有船舶の解撤や代替建造を
促し内航海運の構造改革を促進する効果、環境性能の高い船舶の建造
を進めるインセンティブ効果、大きな役割を果たしてきたことは事実
である。
しかし既に平成27年に解撤交付金対象船舶が消滅したこともあり、

現在は建造納付金により借入金を返済するための事業となっている。

このような理由からも、当初の予定通り、同事業は収支相償ったとき
に終了するべきである。

日本内航海運組合総連合会としては、その後は海上貨物輸送の物流業
界団体として、業界を巡る諸課題に取り組むことにより、我が国経済
の発展に貢献していきたいと考えている。
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内航海運暫定措置事業の総括

船腹量、輸送量及び運賃水準の推移（貨物船） 第１４回基本政策部会資料
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内航海運暫定措置事業の総括

貨物船の元請運賃及び用船料の推移 第１４回基本政策部会資料
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内航海運暫定措置事業の総括

船腹量、輸送量及び運賃水準の推移（油送船） 第１４回基本政策部会資料
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内航海運暫定措置事業の総括

油送船の元請運賃及び用船料の推移 第１４回基本政策部会資料
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内航海運暫定措置事業の総括

出典一覧 第１４回基本政策部会資料

※現有船腹量:海事局調べ。 （S40年度にセメント専用船、S52年度に自動車専用船、S62年度に土・砂利・石材専用船が別個の船種として分離。）
※適正船腹量：内航海運業法に基づき、内航海運の用に供される船舶について、内航海運業者に船舶建造の中長期的な指針を与えること等を目的として、運輸大臣が

毎年度海運造船合理化審議会の意見を聴いて策定する当該年度以降５年間の適正な船腹量。H15年に廃止。
※貨物輸送量：「内航船舶輸送統計調査」より集計。「鉄鋼」、「金属鉱」、「砂利・砂・石材」、「機械」、「石炭製品」、「紙・パルプ」、「繊維工業品」、「食料工業品」、「日用品」、

「その他の製造工業品」、「特殊品」の合計輸送量。ただし、S52年度から「機械」、S62年度から「機械」・「砂利・砂・石材」の輸送量を除く。
※内航ジャーナル調べ：「月刊 内航海運」を参照。日銀データと比較しやすくするため、2015（H27）年度の運賃を100として計算。
※日銀企業向けサービス価格指数：日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数（2015年（H27基準）」を参照。「内航貨物輸送」データを使用。

船腹量、輸送量及び運賃水準の推移（貨物船）

※現有船腹量:海事局調べ。
※適正船腹量：内航海運業法に基づき、内航海運の用に供される船舶について、内航海運事業者に船舶建造の中長期的な指針を与えること等を目的として、運輸大臣が

毎年度海運造船合理化審議会の意見を聴いて策定する当該年度以降５年間の適正な船腹量。H15年に廃止。
※石油製品輸送量：「内航船舶輸送統計調査」より集計。「石油製品（小計）」データを使用。
※内航ジャーナル調べ：「月刊 内航海運」を参照。日銀データと比較しやすくするため、2015（H27）年度の運賃を100として計算。
※日銀企業向けサービス価格指数：日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数（2015年（H27年）基準）」を参照。「内航タンカー」データを使用。

船腹量、輸送量及び運賃水準の推移（油送船）

※貨物船船腹量:海事局調べ。 （S40年度にセメント専用船、S52年度に自動車専用船、S62年度に土・砂利・石材専用船が別個の船種として分離。）
※貨物輸送量：「内航船舶輸送統計調査」より集計。「鉄鋼」、「金属鉱」、「砂利・砂・石材」、「機械」、「石炭製品」、「紙・パルプ」、「繊維工業品」、「食料工業品」、「日用品」、

「その他の製造工業品」、「特殊品」の合計輸送量。ただし、S52年度から「機械」、S62年度から「機械」・「砂利・砂・石材」の輸送量を除く。
※日銀企業向けサービス価格指数：日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数（2015年（H27年）基準）」を参照。「内航貨物輸送」データを使用。
※内航総連調べ：日本内航海運組合総連合会「定期用船料調査 集計結果」等を参照。499GT（1301～1850DW）データを使用。日銀データと比較しやすくするため、

2015（H27）年度の運賃を100として計算。

貨物船の元請運賃及び用船料の推移

※油送船船腹量:海事局調べ。
※石油製品輸送量：「内航船舶輸送統計調査」より集計。「石油製品（小計）」データを使用。
※内航ジャーナル調べ：「月刊 内航海運」を参照。日銀データと比較しやすくするため、2015（H27）年度の運賃を100として計算。
※日銀企業向けサービス価格指数：日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数（2015年（H27年）基準）」を参照。「内航タンカー」データを使用。
※699GT型白油油送船用船料：日本内航海運組合総連合会/運賃・用船料委員会/実態調査ＷＧ「内航タンカー定期用船料調査結果」の白油油送船2000kl積のデータを使

用。日銀データと比較しやすくするため、2015（H27）年度の運賃を100として計算。

油送船の元請運賃及び用船料の推移
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内航海運暫定措置事業の総括

内航海運暫定措置事業の評価 第１４回基本政策部会資料

【参考】船腹調整事業

船腹過剰を基調とする状況下において、解撤・建造サイクルを通じて船腹量を調整、全般に一定の需給引き締め効果があった。

また、平成のバブル期までは全体的に運賃水準は増加傾向にあり、船腹量減少による需給の引き締めも相まって一定の過当競争の改善が
図られた。

一方、意欲的な事業者による事業規模拡大や新規参入が制限され、内航海運業界の構造改善の支障となってきたとの指摘もある。

内航海運暫定措置事業

船舶を解撤等する者に交付金を交付することにより、無価値化した引当資格の精算機能を担い、平成２７年度に引当
資格を有していた対象船舶が消滅。

⇒ 船腹調整事業の解消による経済的影響を考慮したソフトランディング策としての主目的は達成

その他、暫定措置事業及びその事業期間の評価として、

船腹量の引き締め
・交付金単価の逓減、及び平成１５年以降は交付金対象を船齢１５年以下に限定することで、本事業導入初期にお

いて船舶の解撤等が進み船腹量が減少。

・本事業導入後の新造船には引当資格がなく交付金対象ともしなかったため、投機的な船舶建造を抑制。

船舶の大型化・近代化
・納付金のみで建造が可能となり、さらに近年の納付金単価逓減もあって船舶建造の自由度が高まり、大型船を建

造しやすくなったことで暫定措置事業継続中も船舶の大型化が進展。

・導入初期に交付金対象から老齢船を除くことでその解撤促進を図ったが、当時の景況下で代替建造を行えなかっ
たオーナーも存在し、老齢船の解撤が十分に進まなかった。さらに、輸送量減少により新造隻数も暫定事業前の
半数にとどまり、逆に船舶の高齢化が進んだ。

円滑な市場からの撤退の確保
・交付金が貴重な転廃業資金となって事業者（特にオーナー）数が減少。

※ 平成の３０年間で事業者数は半数以下となったが、荷主も経営統合が進んでおり、内航海運業における事業基盤強化は道半ばと
の声あり。 67



内航海運暫定措置事業の総括

船舶の処分時に生じる船主の収入の推移 第１４回基本政策部会資料
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内航海運暫定措置事業の総括

内航海運業（オーナー）のビジネスモデルの変化 第１６回基本政策部会資料より抜粋

旧 来

ৗ
௩
૦
ୗ

೮
௩
ਲ਼
ే
؞
ੰ
ඏ

৻
౹
૦
ୗ

代替建造費用に充当

現 在

ৗ
௩
૦
ୗ

೮
௩
ਲ਼
ే
؞
ੰ
ඏ

৻
౹
૦
ୗ

内部留保を確保し・代替建造費用へ充当

収入の大幅
減少

・サービス水準の向上
・コストに見合った用船料収入
・経営の効率化等を図る

引当資格売却収入・交付金収入
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅳ．当面講ずべき具体的施策
３．内航海運暫定措置事業の終了も踏まえた荷主等との

取引環境改善
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

船内の労働時間管理の実態等に関するアンケート調査 ～事業者からの意見 第１２回基本政策部会資料

【本調査の趣旨、概要】
船員の労働時間の適正管理を推進するための基礎的情報を得ることを目的に、船員の労働時間管理の実態について事業
者・船員それぞれに対してアンケート調査を実施。
回答事業者数：１３９事業者（内航貨物船事業者１３２者、内航旅客船事業者７者）

回答船員数： 船員２６８名

【船員の労働時間について】

・労働時間は通常１日８時間だが、積・揚げを１日で終わらせる必要がある場合、準備時間・荷役時間などが長時間に渡るため、
直ぐに労働時間を超過してしまう。

・船員の労働生産性向上に向けての海陸のハード・ソフト両面での取組みが必要。また、荷主の協力が必要不可欠。

・夜間の荷役等は無い方が良い。 又、月に一度でも、一週間位前に休み（仮バース等を取る為）の日を事前に教えてくれるよう
に、オペレーターは努力して欲しい。

・内航船は稼動率が高いため、船舶自体の運行を止めて途中錨泊や仮バースの取得を行わない限り、充分な休憩を取ることが
できないと思う。

・オペレーターの配船状況によるところが大きい。船よりオペレーターの配船状況を調べたほうが良い。

・船主とオペレータの力関係から繁忙期などは労働時間の管理が難しくなる。労働時間の管理責任者は船主となるのだろうが、
実態はオペレータが首を縦に振らないと過重労働は解消されないと思う。

・そもそも法定労働時間の中で船長職務を行う事は無理であり、この部分についてはなにか対応が必要なのではと思う。

［そのうち、船舶所有者だけでは解決が難しいと考えられる意見を抽出］

１．海運事業者から回答があった船員の労働時間管理に関するご意見・ご提案 （アンケートによる自由記述）

船員部会資料（H31年4月26日）より
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

内航海運の主な契約形態 第１３回基本政策部会資料
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

商法における定期傭船契約について① 第１３回基本政策部会資料
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

商法における定期傭船契約について② 第１３回基本政策部会資料

74



（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

定期傭船契約における安全港担保義務について 第１３回基本政策部会資料
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

労働法における使用者の概念について 第１３回基本政策部会資料
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

オペレーターによる船員の働き方改革等に向けた取組① 第１３回基本政策部会資料

オペレーターへのヒアリングにより聴取した、船員の働き方改革や生産性向上等に向けた先進的
な取組 （ベストプラクティス）を紹介。

仮バースの取得等運航スケジュールの調整による船員の負担軽減の取組

定期的（週１回、月２～３回等）に仮バースを取って船員の休息を付与。

定期的に仮バースを取るため、船団を増やして余裕のある運航スケジュールを組んで対応。

仮バースが取れない場合、通船を使って船員に陸上での休息を付与。

仮バース時に船員が陸上で休みやすくするため、港から街までのタクシー代を別途支給。

船員の労働時間をオペレーターが把握し、オーバータイムしないよう運航スケジュールの
決定や配船を行っている。

船内設備の改善による船員の負担軽減の取組

ケミカル船のポンプルームを廃止し、ディープウェルポンプ型（タンク毎にポンプを設置
した船舶）にすることにより、荷役時のバルブ操作や監視業務等の船員の作業負担を軽減。

特殊なポンプや配管（ヒーティングジャケットタイプポンプ、蒸気トレース管）にするこ
とにより、貨物の凝固を防ぐことで、タンククリーニングの作業時間を短縮。
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（１）船員の労働時間管理に対するオペレーターの責任強化

オペレーターによる船員の働き方改革等に向けた取組② 第１３回基本政策部会資料

オーナーが個別に船員を雇用するのではなく、オペレーターである自社が雇用し、船員と
陸上勤務とを行き来できるような勤務形態を検討中。

運航の効率化等の取組

往復の貨物を確保して積載率を上げるため、他のオペレーターとの共同運航を実施。

定期的に荷主との連絡会を実施し、改善点等について意見交換。その中で、荷役設備の改
修等一部改善要望が実現した例もある。

船員の確保・育成の取組

船員の労働環境改善の取組

船員室を従来船の床面積の1.5倍に拡大。

船内LAN環境（Wi-Fi）を整備し、各船員室にパソコンを配備。

夏場の酷暑対策のため、デッキや通路に野外冷房（ミスト）装置を搭載。
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（２）荷主の協力促進

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 第１１回基本政策部会資料
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（２）荷主の協力促進

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 第１０回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

日本海運集会所作成の契約書様式について 第１３回基本政策部会資料

内航定期傭船契約書／内航タンカー定期傭船契約書

オペレーターとオーナー間の定期傭船契約の際に使用される契約書。

内航運送契約書／内航タンカー航海傭船契約書

荷主とオペレーター間の１航海の貨物運送契約の際に使用される契約書。

内航成約覚書

内航運送契約書や内航タンカー航海傭船契約書を一定量の貨物の運送（所謂「数量契約」）を目
的として使用した場合に、１航海の貨物運送の際に使用される簡易な覚書。

内航運送基本契約書

期間を定めた上で、基本的な運送条件を定め、都度の一航海の運送にその条件を適用させる場
合に一次オペと二次オペの間にて使用される契約書。

内航運航委託契約書

オペレーターとオーナー間の運航委託契約の際に使用される契約書。

内航船舶管理契約書

内航海運業者と船舶管理会社間の船舶管理契約の際に使用される契約書。

内航関連契約書のラインナップ（内航８書式）

日本海運集会所が作成する書式53種のうち、内航関連の主な書式は以下の通り。
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（３）契約の適正化

契約書様式の制定について 第１３回基本政策部会資料

• 書式の制定・改定は、法律の改正や、業界の要望を契機に検討される。
• 常設委員会である書式制定員会の下に、策定する書式に関連する法人からなる小委員
会を設置し、そこで得た改正案を書式制定委員会で承認したものを公表する

• 委員は公平を期すため、海運事業者、荷主企業、保険者、弁護士等に依頼する
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（３）契約の適正化

契約書様式の普及のための取組、課題等 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

内航海運業における契約等に関する実態調査結果の概要 第１３回基本政策部会資料

＜船員確保について＞
７割以上の事業者が「十分または概ね確保できている」と回答。

もっとも、油送船等は「船員を確保できていない」と回答した割合が他の船種に比べ高い。

休暇・休息について、油送船等は「船員に十分休暇・休息を与えることができていない」と回答した割合も
高く、その要因として、半数近くが「予備船員の確保ができない」と回答しており、船員の確保において厳
しい状況がうかがえる。

＜荷主等との契約について＞
８割前後の事業者において契約は概ね書面で交わされている。

もっとも、船員が行う荷役作業については、４割弱の事業者がまったく取り決めをしていない。

常に取り決めている事業者であっても、２割超が取り決め以外の作業を実際は行っている。

＜運賃・用船料について＞
現在の運賃・用船料水準で、必要な経費を「賄えている事業者」と「賄えていない事業者」は二分化され
ている。

「賄えている事業者」は、７～８割が「交渉で運賃・用船料を決めている」のに対し、「全く賄えていない事
業者」では「交渉で運賃・用船料を決めている」 のは５割程度に留まり、「相手側から一方的に提示」され
る割合が高い。

また、「賄えている事業者」の７割近くは、「必要経費の内訳を明示したうえで運賃・用船料を決めている」
のに対し、「賄えていない事業者」では必要経費の内訳を明示しているのは４～５割に留まっており、さら
に、契約を書面で交わしている割合も低い。
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（３）契約の適正化

調査結果（船員確保いついて①） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（船員確保いついて②） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（船員確保いついて③） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（荷主等との契約について①） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（荷主等との契約について②-1） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（荷主等との契約について②-2） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（運賃・用船料について①） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（運賃・用船料について②） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（運賃・用船料について③-1） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

調査結果（運賃・用船料について③-2） 第１３回基本政策部会資料

94



（３）契約の適正化

調査結果（運賃・用船料について④） 第１３回基本政策部会資料
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（３）契約の適正化

下請法及び独占禁止法における内航海運の取扱い 第１３回基本政策部会資料
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